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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第14期

第３四半期
連結累計期間

第15期
第３四半期
連結累計期間

第14期

会計期間
自 平成26年１月１日
至 平成26年９月30日

自　平成27年１月１日
至　平成27年９月30日

自　平成26年１月１日
至　平成26年12月31日

売上高 (千円) 775,047 909,544 1,053,781

経常利益 (千円) 250,025 305,680 344,521

四半期(当期)純利益 (千円) 161,362 201,211 220,251

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 164,524 185,122 231,896

純資産額 (千円) 485,243 1,087,635 971,219

総資産額 (千円) 970,318 1,648,882 1,492,745

１株当たり四半期(当期)純利益
金額

(円) 55.51 63.85 75.51

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) － 61.17 75.35

自己資本比率 (％) 50.0 66.0 65.1
 

　

回次
第14期

第３四半期
連結会計期間

第15期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成26年７月１日
至 平成26年９月30日

自 平成27年７月１日
至 平成27年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 21.64 23.20
 

(注)１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、新株予約権の残高が

ありますが、前第３四半期連結累計期間において、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できない

ため記載しておりません。

４．平成26年８月22日付で普通株式１株を200株にする株式分割を行っております。第14期の期首に当該株式分割

が行われたと仮定し、１株当たり四半期(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を

算定しております。
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２ 【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。

　平成27年１月５日付で、MarkLines Europe GmbHを、ドイツ・フランクフルト市に設立したことに伴い、同社を連

結の範囲に含めております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

　　 当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間の世界自動車市場は、中国の景気減速への懸念等の不確実性がある中、欧米市場が好調

に推移したこともあり、販売台数が6,561万台(前年同期比1.1％増加)、年率換算値では8,758万台(前年同期比0.2％増

加)となりました。

このような環境変化の中、当社グループは、グローバル展開の一環として、ドイツに海外４拠点目となる新しい子

会社を設立し、営業活動を開始したほか、国内外における展示会での認知活動、当社サイトを検索上位にするための

検索エンジン最適化(SEO)等を主軸に顧客獲得活動を積極的に展開いたしました。

また、顧客基盤の拡大にともなって増加する会員ユーザーの関心を惹きつけるため、第２四半期連結会計期間中か

ら新しい取り組みとして、展示会における取材動画の配信を開始いたしました。また、当第３四半期会計期間におい

ては、フランクフルトモーターショーにおける新型車・次世代車等の取材情報、China International Auto Products

Expoにおける新技術・新製品及びサプライヤー取材情報の掲載等を行ったほか、排ガス問題により関心が集まる

ディーゼル市場の見通しをLMC Automotive Ltd.との提携により、タイムリーに掲載する等、各情報サービスを更に充

実させる取組みに注力いたしました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間末の「自動車情報プラットフォーム」契約企業数は、前連結会計年度末から

175社増加し、1,887社となりました。

契約企業の増加に伴い、個別調査、技術・市場動向調査及び求人依頼等の引合いが増加いたしました。そのため、

増加する引合いへの対応及び積極的な事業展開に向け、人材の再配置や採用を行いました。

以上の結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間における業績は、連結売上高909百万円(前年同期比17.4％

増加)、連結営業利益301百万円(前年同期比22.2％増加)、連結経常利益305百万円(前年同期比22.3％増加)、四半期純

利益201百万円(前年同期比24.7％増加)となりました。

 
①　自動車情報プラットフォーム事業：売上高　820百万円(前年同期比17.4％増加)

日本においては、新規契約が堅調に推移しましたが、北米については新規契約獲得と解約が概ね均衡する状態と

なりました。一方、アジアにおいては、タイでの新規契約獲得が好調に推移し、中国においても堅調に推移しまし

た。欧州においては、子会社設立直後ながらも新規契約獲得が堅調に推移いたしました。

 
○「自動車情報プラットフォーム事業」地域別売上高

地域

前第３四半期連結累計期間
(自　平成26年１月１

日　　　　 至　平成26年
９月30日)
(百万円)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成27年１月１

日　　　　 至　平成27年
９月30日)
(百万円)

増減率(％)

日本 444 493 +10.9

アジア 120 169 +41.0

北米 79 89 +12.0

欧州 51 64 +25.5

その他 ３ ４ +33.3

合計 699 820 +17.4
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○「自動車情報プラットフォーム」契約企業数地域別内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：社)

地域
前第３四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)
増減数

日本 1,008 1,123 +115

アジア 331 422 +91

北米 193 197 +４

欧州 123 136 +13

その他 ７ ９ +2

合計 1,662 1,887 +225
 

 
②　その他の事業: 売上高　88百万円(前年同期比　16.9％増加）

コンサルティング事業については、国内外の企業動向及び市場・技術動向調査を主軸に売上を伸ばし、当第３四

半期連結累計期間売上高は、前年同期比61.6％増加の46百万円となりました。人材紹介事業については、エグゼク

ティブクラスの成約を主軸に20百万円となり、ほぼ前期並みの売上高を確保しました。一方、LMC Automotive Ltd.

製品（市場予測情報)販売事業は、前年同期比18.8％減少の21百万円となりました。

 

事業名称

前第３四半期連結累計期間
(自　平成26年１月１

日　　　　 至　平成26年
９月30日)
(百万円)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成27年１月１

日　　　　 至　平成27年
９月30日)
(百万円)

増減率(％)

コンサルティング事業 28 46 +61.6

人材紹介事業 20 20 +1.3

LMC Automotive Ltd.製品
（市場予測情報)販売事業

26 21 △18.8

合計 76 88 +16.9
 

 
　(2) 財政状態の分析

①　資 産

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比較し、156百万円増加の1,648百万円となりま

した。この主な要因は、現金及び預金が11百万円増加したことや、コンサルティング事業の売上に伴い売掛金が10

百万円増加したことのほか、第１四半期連結会計期間に実施した投資有価証券の購入により、投資有価証券が126百

万円増加したこと等によります。

 

②　負　債

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比較し、39百万円増加の561百万円となりまし

た。この主な要因は法人税の支払いにより未払法人税等が30百万円、上場関連費用の支払い等により未払金が15百

万円、設備関係未払金４百万円が減少した一方で、賞与引当金17百万円、前受金76百万円の増加があったこと等に

よります。　　　　

 
③　純資産

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末と比較し、116百万円増加の1,087百万円となり

ました。この主な要因は、四半期純利益の201百万円、新株予約権の行使により資本金及び資本剰余金がそれぞれ９

百万円増加した一方で、その他有価証券評価差額金が四半期末評価により14百万円の減少及び配当金87百万円の支

払があったこと等によります。　　　　　
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 6,912,000

計 6,912,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成27年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年11月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 3,181,800 3,181,800
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数は100株でありま
す。

計 3,181,800 3,181,800 ― ―
 

(注)　提出日現在発行数には、平成27年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　 該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

　   該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成27年７月１日～
平成27年９月30日(注)

43,000 3,181,800 9,312 323,864 9,312 241,670
 

(注)　新株予約権の行使による増加であります。

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。　
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成27年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

3,138,100
31,381 ―

単元未満株式
 普通株式

700
― ―

発行済株式総数 3,138,800 ― ―

総株主の議決権 ― 31,381 ―
 

(注)　当第３四半期会計期間末現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日(平成27年６月30日)に基づく株主名簿の記載をしております。

 

② 【自己株式等】

　　　該当事項はありません。

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成27年７月１日から平成

27年９月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成27年１月１日から平成27年９月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成26年12月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,250,263 1,261,574

  売掛金 21,223 31,814

  仕掛品 － 2,066

  前払費用 9,492 13,298

  繰延税金資産 8,749 11,455

  その他 1,890 1,357

  貸倒引当金 △684 △704

  流動資産合計 1,290,935 1,320,862

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 40,856 40,704

    減価償却累計額 △9,015 △10,653

    建物及び構築物（純額） 31,841 30,050

   土地 5,634 5,634

   その他 20,284 21,352

    減価償却累計額 △15,184 △16,665

    その他（純額） 5,099 4,687

   有形固定資産合計 42,575 40,372

  無形固定資産   

   ソフトウエア 13,148 6,514

   ソフトウエア仮勘定 － 4,400

   無形固定資産合計 13,148 10,914

  投資その他の資産   

   投資有価証券 113,065 239,271

   敷金 32,565 32,742

   その他 1,159 5,633

   貸倒引当金 △703 △915

   投資その他の資産合計 146,086 276,732

  固定資産合計 201,810 328,019

 資産合計 1,492,745 1,648,882
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成26年12月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 － 2,499

  未払金 28,875 13,079

  未払費用 20,345 16,505

  未払法人税等 79,436 49,152

  未払消費税等 14,129 18,968

  前受金 355,405 432,211

  預り金 6,646 2,561

  賞与引当金 6,108 23,974

  設備関係未払金 4,337 258

  その他 － 421

  流動負債合計 515,286 559,633

 固定負債   

  繰延税金負債 6,240 1,613

  固定負債合計 6,240 1,613

 負債合計 521,526 561,246

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 314,301 323,864

  資本剰余金 232,108 241,670

  利益剰余金 402,530 515,911

  株主資本合計 948,940 1,081,446

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 8,428 △6,456

  為替換算調整勘定 13,849 12,644

  その他の包括利益累計額合計 22,278 6,188

 純資産合計 971,219 1,087,635

負債純資産合計 1,492,745 1,648,882
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 775,047 909,544

売上原価 237,146 260,135

売上総利益 537,900 649,409

販売費及び一般管理費   

 販売促進費 3,837 6,167

 販売手数料 13,637 13,656

 広告宣伝費 5,509 6,465

 役員報酬 30,983 30,610

 給料及び手当 120,507 148,329

 賞与引当金繰入額 9,819 12,633

 退職給付費用 2,211 2,244

 法定福利費 23,240 27,643

 減価償却費 3,207 3,691

 貸倒引当金繰入額 201 231

 賃借料 24,482 27,855

 その他 53,827 68,760

 販売費及び一般管理費合計 291,465 348,292

営業利益 246,434 301,117

営業外収益   

 受取利息 918 1,159

 受取配当金 1,419 5,142

 為替差益 4,874 －

 その他 105 670

 営業外収益合計 7,318 6,972

営業外費用   

 株式公開費用 3,680 －

 為替差損 － 2,409

 その他 46 －

 営業外費用合計 3,727 2,409

経常利益 250,025 305,680

税金等調整前四半期純利益 250,025 305,680

法人税、住民税及び事業税 93,672 108,600

法人税等調整額 △5,010 △4,130

法人税等合計 88,662 104,469

少数株主損益調整前四半期純利益 161,362 201,211

四半期純利益 161,362 201,211
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 161,362 201,211

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 2,113 △14,885

 為替換算調整勘定 1,047 △1,204

 その他の包括利益合計 3,161 △16,089

四半期包括利益 164,524 185,122

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 164,524 185,122

 少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

 
当第３四半期連結累計期間

(自　平成27年１月１日　至　平成27年９月30日)

(1) 連結の範囲の重要な変更

平成27年１月５日付で、MarkLines Europe GmbH をドイツ・フランクフルト市に設立したことに伴い、第１

四半期連結会計期間より、同社を連結の範囲に含めております。
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連

結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む）は、次のとおりであります。

 

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成26年１月１日

 　至　平成26年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成27年１月１月
 至　平成27年９月30日)

減価償却費 9,603千円 9,912千円
 

 

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成26年１月１日　至 平成26年９月30日)

１  配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年３月27日
定時株主総会

普通株式 69,768 4,800 平成25年12月31日 平成26年３月28日 利益剰余金
 

 

２  基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末

日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

当第３四半期連結累計期間(自 平成27年１月１日　至 平成27年９月30日)

１  配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年３月27日
定時株主総会

普通株式 87,830 28 平成26年12月31日 平成27年３月30日 利益剰余金
 

 

２  基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末

日後となるもの

　　　該当事項はありません。

 

３　株主資本の著しい変動

当第３四半期連結累計期間において、新株予約権の行使により、資本金が9,562千円、資本剰余金が9,562千円

ぞれぞれ増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が323,864千円、資本剰余金が241,670千円となっ

ております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　当社では、自動車産業に特化したオンライン情報サービス「自動車情報プラットフォーム」事業と「その他の

事業」（コンサルティング事業、人材紹介事業及びLMC Automotive Ltd.製品（市場予測情報）販売事業）を報告

セグメントとしております。なお、「その他の事業」に分類される各事業の相対的割合が非常に低く、セグメン

ト情報の重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の

基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
至 平成26年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
至 平成27年９月30日)

(1)　１株当たり四半期純利益金額 55.51円 63.85円

(算定上の基礎)   

 四半期純利益金額(千円) 161,362 201,211

 普通株主に帰属しない金額(千円) －  

 普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 161,362 201,211

 普通株式の期中平均株式数(株) 2,907,000 3,151,386

(2)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 － 61.17円

(算定上の基礎)   

　四半期純利益調整額(千円) － －

　普通株式増加数(株) － 138,249

　(うち新株予約権(株)) － (138,249)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

－ －

 

(注) １．前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、新株予約権の残高は

ありますが、前第３四半期連結累計期間においては、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できな

いため記載しておりません。

２．当社は、平成26年７月15日開催の当社取締役会の決議により、平成26年８月22日付で１株を200株にする株

式分割を行っております。前第３四半期連結累計期間の１株当たり四半期純利益金額は、前連結会計年度の

期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。

 

(重要な後発事象)

　　該当事項はありません。
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２ 【その他】

　　 該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成27年11月10日

マークラインズ株式会社

取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人
 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士  　 山本　　 守　　　　　 印

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士     土肥　　 真          印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているマークラインズ

株式会社の平成27年１月１日から平成27年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成27年７月１日

から平成27年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成27年１月１日から平成27年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記につ

いて四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、マークラインズ株式会社及び連結子会社の平成27年９月30日現在

の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が

すべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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